
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１６２０１

若手研究(B)

2014～2013

越境犯罪と刑罰適用

Cross-border crimes and application of criminal law

１０５５５３５３研究者番号：

佐川　友佳子（Sagawa, Yukako）

香川大学・法学部・准教授

研究期間：

２５７８００４８

平成 年 月 日現在２７   ９ ２４

円     1,600,000

研究成果の概要（和文）：国際犯罪に対する刑法の適用について、研究を進めた。この問題については特に、EU圏内で
の取組みが参照に価するため、ヨーロッパ諸国、とりわけドイツにおける取り組みを、刑法的側面からのみならず、刑
事手続上の観点からも検討した。特にこの問題について実効性を持たせるためには、刑事司法協力が非常に重要な課題
であるがゆえに、EU諸国のような越境的な組織協力を発展させていくことが益々重要になる。そのための理論的な共通
基盤を構築することが前提作業として重要であり、法適用に関する基準やそれに関する制度・組織の関連を明らかにし
た。

研究成果の概要（英文）：A research on application of criminal law to cross-border crime. This research 
referred to many measures against cross-border crimes in member states of the European Union, especially 
in Germany ( cross border cooperation in the combating of cross-border and organised crime), because it 
has a long history of this problem. Not only legislation and application of law, but also law enforcement 
is significant to fight against serious international crime. EU has Europol and Eurojust to achieve this 
goal. In Japan we should construct a similar organization to cooperate with many countries. In this 
reseach prepared the ground for the purpose.

研究分野： 刑法
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１．研究開始当初の背景 
 
  研究開始当時、グローバル化の負の側面
として、国を越える形で犯罪行為が行われる、
いわゆる越境犯罪が増加し、それに伴い、外
国で犯罪の結果が発生した行為に対して、あ
るいは、他の国にいる共犯者に対して、自国
の刑法をどの程度まで適用できるのか、とい
った問題に直面する事態が生じていた。そう
した越境犯罪に、一般の市民も巻き込まれる
ことが想定される事態が生じている中で、刑
罰が適用される領域とその限界を明確にし
ておくことは、多くの者にとって行動の予測
可能性を担保し、自由を保障することにもな
る。これは同時に、国家の側からすると、自
国に関連する、あるいは自国民が関わる越境
行為に法律上どのように対応できるかを明
らかにしておくことは、自国の保護という観
点からも重要であり、同時に、他国との衝突
を事前に回避するという意義をも有してい
る。そこで、この問題を明らかにすることは、
現在の国際世界において喫緊の課題であっ
た。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究の目的は、国境を越えた犯罪（越境
犯罪）に対する刑罰法規の適用可能性と、そ
の限界を理論的に明らかにすることにあっ
た。また、越境犯罪は複数人が関与する組織
犯罪の形態をとることが多いため、従来の共
犯理論との理論的整合性が問題となる。ゆえ
に、越境犯罪に対する刑法の適用基準を示し、
理論的に基礎付けること、さらにこれを従来
の共犯理論との整合性を明らかにすること
も目標とした。 
 
３．研究の方法 
 
 まず、越境犯罪に対する刑法の適用範囲の
問題について検討した。最初の段階では、議
論の前提として、日本における刑罰法規の適
用に関するいくつかの先行研究（森下忠『刑
法適用法の理論』等）を手がかりに、伝統的
な国内法が適用される領域、法適用の一般的
なルールを明らかにすると同時に、組織犯罪
処罰法等、越境犯罪を想定して制定された法
の適用可能性およびその限界についても検
討した。その作業にあたっては、この問題に
ついてかなり広範な研究をされている、ドイ
ツ・ミュンヘン大学法学部のHelmut Satzger
教授の著書である、ヨーロッパ刑法を、他大
学の研究者とともに講読し、日本語に翻訳す
るという作業を行った（この成果については、
研究成果のうち、論文①以降を参照）。 
 それを踏まえて、比較法的アプローチを用
い、経済的・司法的、様々な側面から、域内
の連携、統合を経験し、この問題に対して真

摯な取り組みを既に行っており、先行研究の
蓄積もある EU の議論を検討した。 
 越境犯罪は日本では比較的最近になって
から意識されるようになってきた問題であ
るが、これに対して、諸外国、特にヨーロッ
パにおいては、各国が隣国と地理的に連続し
ているために、越必然的に境犯罪の数も多く、
従来よりこの問題に対する意識が高かった
といえる。さらに EU 圏は、経済的な統合を
経験していることから、様々な法・制度につ
いて共通の要件や基盤を有し、各国の手続き
的な面での整備が進められているものの、文
化的、社会的背景から、現実には各国法のズ
レや衝突等、様々な問題を抱えており、こう
した様々な利害が絡む問題をいかに調整し
ていくべきかという点について真摯に論じ
ているところであり、EU の越境犯罪に関す
る議論は、今後の日本にとっても非常に参考
となりうるものであった。実際に EU 圏の研
究会やシンポジウムに参加し、様々な国の研
究者との議論・意見交換を通じて、国内の法
だけではなく、他国の法との調整を考えてい
くことの重要性が、理論面だけではなく、実
務上の捜査・証拠収集等の問題からも明確と
なった。 
 また、実体法レベルの議論については、特
にドイツを中心に研究をすすめたが、別途、
共犯論との関連について、ドイツと同様、EU
の主要構成国であるフランスの議論状況を
知るため、九州大学・准教授の井上宜裕准教
授から専門的知識の提供を受けた。 
 このように、本研究においては、近時の
数々の文献を参考にしつつも、実際にこうし
た問題に詳しい研究者と交流するため、研究
会やシンポジウムに参加し、文献では追いつ
かない面が多々あるため、アクチュアルに論
じられている論点を中心に、研究者との意見
交換も交えながら研究をすすめる、という手
法を用いた。特に、従来より交流のあったギ
ーセン大学の Liane Wörner 博士を日本に招
聘して、共同で集中的に研究を推進したこと
は、本研究に大いに寄与するものであった。 
 
 
４．研究成果 
 （１）本研究によって、今後一層増加する
ことが予測される越境犯罪に対して、刑罰適
用のルールの明確化を図るために、EU 等の
法適用について明らかにすることができた。
従来、越境犯罪に関与した場合の処罰がどこ
まで及ぶのかということ、また、複数の国の
法が適用可能であった場合にどのように取
り扱われるのか、ということは、必ずしも明
確ではなく、事例ごとに判断されていた。本
研究は、こうしたアドホックな対応がなされ
てきた問題に対して、客観的かつ明確なルー
ルの策定を目指し、既に EU 等で議論されて
いるように、犯罪地や居住地などを基準とし
つつ、訴追側の捜査・証拠収集におけるメリ



ットはもちろん、刑事手続が進行する中で被
疑者・被告人の防御権等についても考慮する
ことの重要性も考慮し、今後の議論の際に参
考となるような、一定の方向性を示すものと
なった。そうした成果は、特に、Wörner 博
士の翻訳の中で示されているものであり（研
究成果のうち雑誌論文③を参照）、また今後、
そうした議論を基礎として、論考として発表
する予定である。 
  
（２）越境犯罪に対する従来の研究が、政策
的、立法的対応を急ぐあまりに、従来の刑法
理論との整合性、精緻化を不十分なままにし
てきたため、本研究では、そうした議論の問
題性についても論じた。越境犯罪の範囲は、
組織犯罪や薬物犯罪に止まらず、もはや一般
市民も多数巻き込むものとなっている。特に、
近時のテロ等の対策は、従来の刑法理論や刑
事手続とは異質な発想に基づいており、その
正統性にも疑念が向けられている。そこで、
手続き的な問題にも焦点を当て、この問題を
検討した。また、欧州逮捕状に対するドイツ
連邦憲法裁判所の違憲判断など、超国家的な
制度・機関と、国内の法執行の問題について
も論じ、国内法のみを検討対象とするのでは
なく、EU などに見られるような、大きな枠
組みの中で、越境犯罪に対処していくことの
重要性、そしてその実効性についても明らか
にした。こうした点に関する成果としては、
研究成果（図書①）を参照されたい。 
 
（３）他国の刑罰法規が適用されることに
よって、自国の刑罰法規の適用が排除され
るものではない、という場合、手続的側面
からすると、処罰される側にとっては同じ
行為に対して複数回の処罰という、いわゆ
る二重処罰、あるいは二重訴追の可能性が
生じることになるが、この帰結を回避する
とすれば、理論的にはどのように根拠づけ
られるか、そしてそのための制度をどのよ
うに構築するか、といった点が問題となる。
こうした点についても Wörner 氏と研究を
進め、EU レベルで訴追国を決定する際の
基準、二重訴追の回避のための方策などに
ついて明らかにした。この点については今
後公表していく予定である。 
 
 本研究のこうした成果によって、越境犯罪
の問題およびその適用に対し、今後の一定の
方向性を導くことが出来たのではないかと
思われる。ただ、犯罪体系における理論的な
分析については、まだ不十分な点があるので、
今後こうした点をさらに深めていく予定で
ある。 
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